
（令和６年度用） 

基本点数表  

保護者の状況等  点数 

居宅外労働・外勤  

※就労証明書及び添

付書類参照  

就労時間

（休憩時間

を含む。）  

月１８０時間以上  ２０ 

月１６０時間以上１８０時間未満  １９ 

月１４０時間以上１６０時間未満  １８ 

月１２０時間以上１４０時間未満  １７ 

月９６時間以上１２０時間未満  １６ 

月８０時間以上９６時間未満  １５ 

月７２時間以上８０時間未満  １４ 

月６０時間以上７２時間未満  １３ 

月４８時間以上６０時間未満  １２ 

就労予定（内定）  内定の場合は該当の就労点数から減点  △１ 

求職 自宅での求人情報等の閲覧、電話での活動等を除く。  ４ 

出産 おおむね産前８週から産後８週  

※切迫流産等は「疾病（入院）」として取り扱う。  

１７ 

疾病 入院 ２２ 

通院・自宅

療養 

入院と同等の治療や安静を要し、自宅療養で常時病臥して

いる場合 

２０ 

自宅療養で安静を要する等、保育が日常的に困難と認めら

れる場合  

１９ 

安静の必要はないが月１０日以上の通院加療を要する場合  １６ 

上記以外の場合で保育が困難と認められる場合  １５ 

障がい 保育が日常的に困難と認められる場合（身体障害者手帳１

級～２級・精神障害者保健福祉手帳１級・療育手帳Ａ）  

２０ 

保育が生活上、一部困難と認められる場合（身体障害者手

帳３級～４級・精神障害者保健福祉手帳２級～３級・療育

手帳Ｂ） 

１６ 

保育が生活上、一部困難と認められる場合（身体障害者手

帳５級～６級）  

１２ 

特別児童扶養手当  特別児童扶養手当を受給している。  ２０ 

看護・介護・付添  常時看護・介護・付添を必要とする。  ２０ 

常時ではないが、日常生活において恒常的に看護・介護・

付添を必要とする。  

１９ 

上記以外で看護・介護・付添を必要とする。  １２ 

災害 震災、風水害、火災その他の災害の復興にあたっている場

合 

２０ 

不在 死亡、行方不明、離婚、未婚等のため不在  ２０ 

虐待・ＤＶのおそれ  虐待又はＤＶのおそれがあること。 ２２ 

自営 自営・農業 就労時間 月１８０時間以上  １８ 
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等中心者  （休憩時間

を含む。）  

月１６０時間以上１８０時間未満  １７ 

月１４０時間以上１６０時間未満  １６ 

月１２０時間以上１４０時間未満  １５ 

月９６時間以上１２０時間未満  １４ 

月８０時間以上９６時間未満  １３ 

月６０時間以上８０時間未満  １２ 

月４８時間以上６０時間未満  １１ 

自営・農業

等協力者 

月１８０時間以上  １７ 

月１６０時間以上１８０時間未満  １６ 

月１４０時間以上１６０時間未満  １５ 

月１２０時間以上１４０時間未満  １４ 

月９６時間以上１２０時間未満  １３ 

月８０時間以上９６時間未満  １２ 

月６０時間以上８０時間未満  １１ 

月４８時間以上６０時間未満  １０ 

居宅外労働  自宅とは別に店舗等がある場合  １ 

内職 月１４０時間以上  １５ 

月１００時間以上１４０時間未満  １３ 

月４８時間以上１００時間未満  ９ 

通学・就学  週４０時間以上の大学等への通学・技能習得のための就学  １８ 

週３０時間以上の大学等への通学・技能習得のための就学  １６ 

週２０時間以上の大学等への通学・技能習得のための就学  １５ 

上記以外の大学等への通学・技能習得のための就学  １３ 

その他 市長が認める各事由に類する状態にある。  ４～

２２ 

 

調整点数表  

世帯の状況等  点数 

世帯 母子又は父子世帯（６０歳未満の祖父母等と同居している場合を除

く。） 

３ 

母子又は父子世帯（６０歳未満の祖父母等と同居している。）  ２ 

準母子又は準父子世帯  １ 

前記以外の世帯で生活保護世帯  ２ 

上記以外の世帯で離婚調停又は単身赴任により配偶者と別居中の世

帯（６０歳未満の祖父母等と同居している場合を除く。）  

２ 

父又は母が産後休暇又は育児休業明けの世帯（育児休業明けについ

ては就労期間が１年以上継続した場合に限る。）  

１ 

保護者が保育士、保育教諭又は看護師として市内の保育所等に就労

予定又は現に就労する世帯  

５ 
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保護者が保育士、保育教諭又は看護師として市外の保育所等に就労

予定又は現に就労する世帯  

３ 

保護者が幼稚園教諭として幼稚園に就労予定又は現に就労する世帯  １ 

保護者が市内の放課後児童クラブに就労予定又は現に就労する世帯  １ 

保護者のいずれかが求職中である場合を除き、待機期間が３か月を

経過している世帯（３か月ごとに加算し、最高５点まで）  

１ 

６０歳未満の就労していない健康な祖父母と同居している世帯  △５ 

勤務先の破産等による離職又は整理解雇その他の自己の責めに帰す

べき理由によらない離職による求職中（ただし、離職日の属する月

の翌月から３か月間に限る。）  

２ 

児童 希望保育所等に兄弟姉妹が在所している場合  １ 

申込児童のほかに、就学前児童がいる場合（児童１人につき１点）  １ 

障がい児（入所申込児童が、集団保育可能とされた障がい児である

場合） 

３ 

既に就労等を開始し、月ぎめで認可外託児所等を利用している。

（受託証明書を提出している。）  

１ 

地域型保育事業等年齢要件により卒園する児童（２歳児クラス）  ５ 

その他 市外在住者の場合（市内転入予定の場合を除く。）  △４ 

その他市長が認める事由によるもの（状態により１～２０点）  １～２０  

正当な理由なく申請年度内に保育所等入所の内定を辞退した場合  △１０ 

待機児童削減のための調整点  １～３ 

 

優先順位  優先事由  

１ 市内在住者（転入予定者を含む。）  

２ 保護者又は児童の兄弟姉妹が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は

療育手帳の交付を受けているか、それに類する状況にある。  

３ 一時保育や認可外託児所等を利用し、既に就労等を開始している。  

４ 申込児童の兄弟姉妹（在園児・卒園児含む。）の保育料を６か月分以上滞納

していない。  

５ ６５歳未満の健康な祖父母と同居していない。  

６ 市内に６５歳未満の就労していない健康な祖父母がいない。  

７ 市内に６５歳未満の祖父母がいない。  

８ 兄弟姉妹が既に選考対象保育所等に入所している。  

９ 空き待ちをしている。（就労による空き待ち期間が長い方を優先）  

※内定保育所等を辞退した、退職した等の場合は、空き待ち期間はその時点

で一度０となる。  

 

優先順位  状況別優先事由  

１ 要保護 
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２ 育成支援児  

３ ひとり親  

４ 災害復旧  

５ 疾病・障がい  

６ 出産 

７ 看護・介護・付添  

８ 就労 

９ 育児休業  

１０ 学生 

１１ 内定 

１２ 求職 

１３ 在所者 

 備考 

  １ 状況別優先順位が同位の場合は、前年度市民税所得割額（住宅借入金等特別控除

前の税額）の低い世帯から選考する。  

  ２ 利用調整に当たって、備考１の方法で優先順位が決定し難い場合は、その保育に

欠ける要件を総合的に判断し、優先順位を決定する。  


